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１．オンライン資格確認の導入 【健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律（高確法）、船員保険法 】
・ オンライン資格確認の導入に際し、資格確認の方法を法定化するとともに、個人単位化する被保険者番号について、個人情報保護の観点から、

健康保険事業の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止（告知要求制限）する。（公布日から２年を超えない範囲内で政令で定める日）

２．オンライン資格確認や電子カルテ等の普及のための医療情報化支援基金の創設【地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律】

（令和元年10月１日）

３．NDB、介護DB等の連結解析等 【高確法、介護保険法、健康保険法】
・ 医療保険レセプト情報等のデータベース（ＮＤＢ）と介護保険レセプト情報等のデータベース（介護ＤＢ）について、各DBの連結解析を可能とすると

ともに、公益目的での利用促進のため、研究機関等への提供に関する規定の整備（審議会による事前審査、情報管理義務、国による検査等）を行う。

（DPCデータベースについても同様の規定を整備。）（令和２年10月１日（一部の規定は令和４年４月１日） ）

４．高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施等 【高確法、国民健康保険法、介護保険法】
・ 75歳以上高齢者に対する保健事業を市町村が介護保険の地域支援事業等と一体的に実施することができるよう、国、広域連合、市町村の役割等に

ついて定めるとともに、市町村等において、各高齢者の医療・健診・介護情報等を一括して把握できるよう規定の整備等を行う。（令和２年４月１日）

５．被扶養者等の要件の見直し、国民健康保険の資格管理の適正化 【健康保険法、船員保険法 、国民年金法、国民健康保険法】
⑴ 被用者保険の被扶養者等の要件について、一定の例外を設けつつ、原則として、国内に居住していること等を追加する。（令和２年４月１日）

⑵ 市町村による関係者への報告徴収権について、新たに被保険者の資格取得に関する事項等を追加する。 （公布日）

６．審査支払機関の機能の強化 【社会保険診療報酬支払基金法、国民健康保険法】
⑴ 社会保険診療報酬支払基金（支払基金）について、本部の調整機能を強化するため、支部長の権限を本部に集約する。（令和３年４月１日）

⑵ 医療保険情報に係るデータ分析等に関する業務を追加する（支払基金・国保連共通） 。（令和２年10月１日）

⑶ 医療の質の向上に向け公正かつ中立な審査を実施する等、審査支払機関の審査の基本理念を創設する（支払基金・国保連共通）。

（令和２年10月１日）

７．その他
・ 未適用事業所が遡及して社会保険に加入する等の場合に発生し得る国民健康保険と健康保険の間における保険料の二重払いを解消する。【国民

健康保険法】 （公布日）

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等
の一部を改正する法律の概要

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るため、保険者間で被保険者資格の情報を一元的に管理する仕組みの創設及びそ
の適切な実施等のために医療機関等へ支援を行う医療情報化支援基金の創設、医療及び介護給付の費用の状況等に関する情報
の連結解析及び提供に関する仕組みの創設、市町村において高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施する枠組みの構築、
被扶養者の要件の適正化、社会保険診療報酬支払基金の組織改革等の措置を講ずる。

改正の趣旨

改正の概要

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の概要
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３．NDB 、介護DBの連結解析等

１．ＮＤＢと介護ＤＢ【高齢者の医療の確保に関する法律、介護保険法】

（１）両データベースの情報の提供（第三者提供）、連結解析

・相当の公益性を有する研究等を行う自治体・研究者・民間事業者等の幅広い主体に対して両データベースの
情報を提供することができることを法律上明確化する。

※相当の公益性を有する研究等の例：国や自治体による施策の企画・立案のための調査、民間事業者による医療分野の研究開発の
ための分析 等（詳細については関係者の議論を踏まえて決定）
特定の商品又は役務の広告、宣伝のための利用等は対象外

※提供する情報は、特定個人を識別できないものであることを法律上明記。その他、具体的な提供手続等については別途検討。

・NDBと介護DBの情報を連結して利用又は提供することができることとする。

・情報の提供に際しては、現行と同様に、申請内容の適否を審議会で個別に審査する。

（２）情報の適切な利用の確保

・情報の提供を受けた者に対し、安全管理等の義務を課すとともに、特定の個人を識別する目的で他の情報と
の照合を行うことを禁止する。

・情報の提供を受けた者の義務違反等に対し厚生労働大臣は検査・是正命令等を行うこととする。また、義務
違反に対しては罰則を科すこととする。

（３）手数料、事務委託

・情報の提供を受ける者から実費相当の手数料を徴収する。ただし、国民保健の向上のため重要な研究等には
手数料を減免できることとする。

※具体的な手数料の額、減額の基準については別途検討。

・NDB関連事務の委託規定に、情報の提供と連結解析の事務も追加する。（介護DB関連事務も同様）

２ . ＤＰＣデータベース【健康保険法】

・NDBや介護DBと同様に、情報の収集、利用及び情報の提供の根拠規定等を創設するとともに、NDBや
介護DBの情報と連結して利用又は提供することができるとする規定を整備。

国が保有する医療・介護分野のビッグデータについて、安全性の確保に配慮しつつ、幅広い主体による利活用を進め、
学術研究、研究開発の発展等につなげていくため、研究者等へのデータ提供、データの連結解析に関する規定を整備。

《対象のデータベース》NDB、介護DB、DPCデータベース（いずれもレセプト等から収集した匿名のデータベース）

NDB ：National Database of Health Insurance Claims and Specific Health Checkups of Japan
（レセプト情報・特定健診等情報データベース）

介護DB ：介護保険総合データベース
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ＮＤＢ 介護ＤＢ

＜収納情報（Ｈ29 年度末時点）＞
医療レセプト（約153 億件）、特定健診データ（約2.6 億件）

＜主な情報項目＞
（レセプト）傷病名、投薬、診療開始日、診療実日数、検査 等
（特定健診）健診結果、保健指導レベル

＜収集根拠＞高齢者医療確保法第16条

＜保有主体＞国（厚労大臣）

＜主な用途＞
医療費適正化計画の作成等、医療計画、地域医療構想の作成等

＜第三者提供＞
有識者会議の審査を経て実施（Ｈ23年度～）
提供対象者：国、自治体、独法、大学、保険者の中央団体、

医療の質向上を目的とする公益法人等の研究者に提供

＜匿名性＞
匿名（国への提出前に匿名化、個人特定可能な情報を削除）

＜収納情報（Ｈ29 年度末時点） ＞
介護レセプト（約9.2 億件）、要介護認定情報（約0.5 億件）

＜主な情報項目＞
（レセプト）サービスの種類、単位数、要介護認定区分 等
（要介護認定情報）要介護認定一次、二次判定情報

＜収集根拠＞介護保険法第118条の2

＜保有主体＞国（厚労大臣）

＜主な用途＞
介護保険事業（支援）計画の作成等

＜第三者提供＞
有識者会議の審査を経て実施（Ｈ30年度～）
提供対象者：国、自治体、独法、大学、保険者の中央団体、

国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持
向上等を目的とする公益法人等の研究者に提供

＜匿名性＞
匿名（国への提出前に匿名化、個人特定可能な情報を削除）

３．NDB 、介護DB等の連結解析等（データベースの概要）

＜収納情報＞DPCデータ（約1400万件/年）

＜主な情報項目＞
傷病名、病態（一部疾患のみ）、投薬、入退院年月日、検査、
手術情報 等

＜収集根拠＞平成20年厚生労働省告示第93号第５項

＜保有主体＞国（厚労大臣）

＜主な用途＞診療報酬改定、DPC/PDPS（※）導入の影響評価 等
※急性期入院医療の包括支払い方式

Diagnosis Procedure Combination（診断群分類）/Per-Diem Payment System（一日当たり支払い方式）

＜第三者提供＞有識者会議の審査を経て実施（Ｈ29年度～）

＜匿名性＞匿名（個人特定可能な情報は収集していない）

DPCデータベース（特定の医療機関への入院患者に係る入院期間のレセプト情報や病態等に係る情報のデータベース）

NDB、介護DBの連結解析の例
① 地域毎・疾患毎のリハビリ・退院支援等の利用状況と在宅復帰率の関係の比較・分析
② 特定保健指導等による適正化効果を、医療費への影響に加え、将来の介護費への影響も含めて分析
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疾病予防・
重症化予防

生活機能の改善

※フレイルのおそれ
のある高齢者全体
を支援

保健事業
介護予防の事業等

医療・介護データ解析

④多様な課題を抱える高齢者や、
閉じこもりがちで健康状態の不明
な高齢者を把握し、アウトリーチ
支援等を通じて、必要な医療サー
ビスに接続。

②高齢者一人ひとりの医療・介護等の情報を一括把握
③地域の健康課題を整理・分析

かかりつけ医等

⑥社会参加を含む
フレイル対策を
視野に入れた取
組へ

⑧通いの場への参加勧奨や、事業内容
全体等への助言を実施

①事業全体のコーディネートや
データ分析・通いの場への積極
的関与等を行うため、市町村が、
地域に保健師、管理栄養士、
歯科衛生士等の医療専門職を配置

⑦医療専門職が、
通いの場等にも
積極的に関与

⑤国民健康保険の保健事業と
75才以降の保健事業を接続

⑨民間機関の連携等、通い
の場の大幅な拡充や、個
人のインセンティブとな
るポイント制度等を活用

国保中央会・国保連が、
分析マニュアル作成・市町
村職員への研修等を実施

要介護
認定

介護
レセ

フレイル
状態の
チェック

⑪通いの場に、保健医療の視点からの支援
が積極的に加わることで、

・通いの場や住民主体の支援の場で、専門
職による健康相談等を受けられる。

・ショッピングセンターなどの生活拠点等
を含め、日常的に健康づくりを意識でき
る魅力的な取組に参加できる。

・フレイル状態にある者等を、適切に医療
サービスに接続。

特定
健診

医療
レセ

市町村が一体的に実施

経費は広域連合が交付
(保険料財源＋
特別調整交付金)

⑩市民自らが担い手
となって、積極的
に参画する機会の
充実

４．高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施（市町村における実施のイメージ図）
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広域連合国（厚生労働省） 市町村

都道府県
（保健所含む）

○保健事業の指針に
おいて、一体的実施
の方向性を明示。

○具体的な支援メニュー
をガイドライン等で提示。

○特別調整交付金の交付、
先進事例に係る支援。

○広域計画に、広域連合
と市町村の連携内容を
規定。

○データヘルス計画に、
事業の方向性を整理。

○専門職の人件費等の
費用を交付。

○一体的実施に係る事業の基本的な方針を作成。

○市町村が、介護の地域支援事業・国保の保健事業
との一体的な取組を実施。

（例）データ分析、アウトリーチ支援、通いの場への
参画、支援メニューの改善 等

○広域連合に被保険者の医療情報等の提供を求め
ることができる。

○地域ケア会議等も活用。

○事例の横展開、県内の健康課題の俯瞰的把握、事業の評価 等

高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を実施するため、高齢者の保健事業について、

広域連合と市町村の連携内容を明示し、市町村において、介護保険の地域支援事業や国民健康保険の保
健事業と一体的に実施。

国保中央会
国保連合会

○データ分析手法の研修・支援、実施状況等の分析・評価 等

必要な援助

事業の一部を民間機
関に委託できる。

＜市町村が、介護の地域支援事業・国保の保健事業との一体的な取組を実施＞

都道府県への
報告・相談

三師会等の
医療関係団体

○取組全体への助言、かかりつけ医等との連携強化 等

（市町村は事業の
実施状況を把握、
検証）

法
法

法

法

法

法

４．高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施（スキーム図）

法

法 は法改正事項※

委託 法
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附帯決議について①（衆議院厚生労働委員会）
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─ ╩ ⅎ√ ╩ ⌐ ⇔⁸ ─ ⌂ ⌐ ╘╢↓≤⁹
⌐⅔↑╢ fiꜝ▬fi○╢╟⌐♪כ◌ ⅜ ↕╣╢↓≤╩ ╕ⅎ⁸ ─♪כ◌

⌂╢ ⌐ ↑≡⁸ ⌐≤∫≡ ─ ™ ─ ╛☿◐ꜙꜞ♥▫ ─ ⌂≥⁸ ⌂
╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸∕─ ה ╙ ╘⁸ ⅜ ⇔≡ ╡ ╗↓≤⁹

fiꜝ▬fi○╢╟⌐♪כ◌ ─ ⌐ √∫≡│⁸ ⌂ ⁸ ≤⌂╠⌂™╟℮
⌐ ∆╢ ╩ ⌐ ℮≤≤╙⌐⁸ ╛ ⌐ ∆╢ ─ ⅛╠⁸◦☻♥ⱶ─

ה ⌐ ╢ ─ ⌐ ↑√ ─ ⇔╩ ℮↓≤⁹
꜠☿ⱪ♩ ה ⁸☻כⱬ♃כ♦ ☻כⱬ♃כ♦ ─ ╩ ─ ⌐ ∆
╢⌐ √∫≡│⁸ ─ ⌐ ╖⁸ ─ ╩ ↄ↓≤─⌂™╟℮⁸ ─ ─ꜟכꜟ™ ≢ ─
╩ ∆╢↓≤⁹╕√⁸ ↕╣√ ⅜ ⌐ ↕╣╢╟℮⁸ ⌂ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸∕

─ ⌐╟∫≡ ╠╣╢ⱷꜞ♇♩⅜ ↄ ⌐ ה ↕╣╢◦☻♥ⱶ╩ ∆╢↓≤⁹
⌐⅔™≡⁸ ≤ ═≡ ♃כ♦™⌂™≢╪ ה ─ ─ ╩ ╢↓≤⌐╟╡⁸

⌐ ↑╠╣√ ─☻ⱦכ◘ ⌐ ╢ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸∕─ ╩ ╢↓≤⁹
─ ≤ ─ ⌂ ⌐⅔™≡⁸ ⅜ ∆╢ ─ ⌐≈™≡│⁸

⌂ ┘ ⅜ ↕╣╢╟℮⁸ ⌂ ╩ ℮↓≤⁹╕√⁸ ⌐ ↕╣╢
╩ ∆╢ ⌐│⁸ ⌐⅔™≡ ⌂ ╩ ≤∑∏⁸ ╩ ⅛∑╢ ≤⌂╢╟℮⁸

─ ╩ ⌐ ╕ⅎ√ ╩ ℮↓≤⁹
⅜ ─ │ ─ ╩ ∫≡™╢↓≤╩ ╕ⅎ⁸ ─ ─ ⌐ √∫≡

│⁸ ⌐╟╢ ⌂ ™≤⌂╠⌂™╟℮ ™╩ ⌐∆╢↓≤⁹

附帯決議について②（参議院厚生労働委員会）
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─ ─ ⌐≈™≡│⁸ ╛ ⌐╟╢ ⌂ ™≤⌂╠⌂™╟℮⌐∆╢↓
≤⁹╕√⁸ ⅜ ╩ ℮⌐ √╡⁸ ─ ⁸ ╩ ⌐ ∆╢╟℮ ∆╢
↓≤⁹

⅜╒╓ ∂ ─ ⌐≈™≡⁸ ≢™∏╣─ ≤∆╢⅛╩ ∆╢ ⁸∕─ ⅜ ≤
⌂∫≡ ™╩ ™╠╣╢↓≤─⌂™╟℮⁸ ─ ⅛≈ ⌂ ╩ ∆╢↓≤⁹

─ ⇔⌐ √∫≡│⁸ ─ ⌂ ─ ⌐ ↑≡⁸ ⌐ ∆╢
↓≤⁹╕√⁸ ⅜꜠☿ⱪ♩ ─ ╩ ╘╢⌐ √∫≡│⁸ ─ ─
⌐ ∆╢↓≤⁹

─ ┘ ⌐≈™≡│⁸ ─ ╩ ╕ⅎ⁸ ⅝ ⅝
⌐ ↕╣╢╟℮⁸ ⌂ ╩ ∏╢↓≤⁹

⌐ ╢ ╡ ╩ ╕ⅎ⁸ ┘ ⌐⅔™≡│⁸
⌐⅔↑╢ ┘ꜞ☻◒ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ⌂ ╩ ∆╢ ⅛╠ ┘ ─ ╩
™⁸ ─ ≤╙ ⌐ ⇔⌂⅜╠⁸ ⌐ ↑√ ╩ ╘╢↓≤⁹

─ ╛ ─ ─ ⌐ ™⁸ ─ ⅜ ⇔≡™╢↓
≤╩ ╕ⅎ⁸ ⅜ ⇔™ ⌐ ∆╢ ⌂ ╩ ∆╢↓≤⁹

⅜ ╕∆╕∆ ⇔⁸ ─ ⅜ ⌐ ╩ ∆ ⁸ ╛ │ ⌐
╟∫≡ ₁≢№╢↓≤╩ ╕ⅎ⁸ ╩ ≤∆╢ ─ ╛ ─ ─ ⅎ ⌐≈™≡⁸
─ ╙ ⌐⇔≈≈⁸ ╩ ⅎ╢↓≤⁹

♃כ♦╢↑⅔⌐ ╩ ⌐ ↕∑╢√╘⁸№╠⅛∂╘ ╛ ─ ⌐╟╢
⌂ ╩ ∫√╡⁸ ─ ™ ╩♩♇ⱴכ◊ⱨ╛ꜟכ♠ ⇔√╡∆╢↓≤⌐╟╡⁸ ≢ ─ ™
╛ ╠╣√ ─ ╩ ⅜ ⌂ↄ ⅎ╢╟℮ ⌂ ╩ ℮↓≤⁹
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